
病院船（災害時多目的船）に関する経緯について

H25.4  安倍総理大臣に基本設計費計上を要請

H28.11 官房長官・防災担当大臣・防衛大臣に
米国病院船マーシーの日本寄港の実現
について申し入れ

H24年度「災害時多目的船（病院船）に関する調査・
検討」

・病院船の建造は莫大な費用、平時の活用性の低さ等
が課題

・当面、民間船舶や自衛隊艦艇等を含む既存船舶を活用
した実証訓練を行うことも有効な方策の一つ

H25～R2年度 政府艦船、民間船舶を活用した
訓練の実施(ただし、小規模かつ短期間）

H30.6 米国海軍病院船マーシー東京寄港、
シンポジウム開催

R2.4 R2年度第一次補正予算に調査費（約７千万円）
を計上
内閣府、厚労省、防衛省、国交省で連携して
調査・検討

R3.3 「政府の考え方」を整理（参考１）
①医療従事者の確保、②運航要員の確保、
③平時の活用方策
という３つの大きな課題

⇒ 当面、新たに病院船の建造に着手するのではなく、
既存船舶を活用した災害医療活動の具体化に取り
組む

R2.3 総理大臣、官房長官、防災担当大臣、
厚労大臣、防衛大臣、国交大臣に新造船
について要請（R2.9 再要請）

R3.5 通常国会に議員立法

「災害時等における船舶を活用した医療提供

体制の整備の推進に関する法律案」を提出

⇒可決・成立。R3.6.18 公布
（公布から３年以内に施行）

・整備推進計画の策定
・船舶活用医療推進本部の設置 等

〇 関係府省が連携して、初動から完了までの一連の災害医療活動について、自衛隊艦艇を活用し、本格的な
訓練を実施する（参考２）とともに、民間主体との連携・支援方策の検討を行う。

〇 法律の施行に向け、船舶を活用した医療提供体制及び整備計画策定に向けた検討を行う。

○「超党派・災害時医療等船舶利活用推進議員連盟」
会長：額賀 福志郎 (H26.6～、R2.2改称)

○「病院船・災害時多目的支援船建造推進議員連盟」
会長：衛藤 征士郎 （H23.4～、 R2.3改称) 

政府の動き 議連の動き

令和３年度の対応
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①病院船の果たすべき役割 
・陸路が途絶された地域や離島における災害対応に大きな 
 力を発揮することが期待される。 
・一方、被災地への到着までに要する時間等の制約から、 
 対象患者は限定的。 
・感染症対応のため新たな船舶を建造する必要性は乏しい。  
②災害時の要員の確保 
・災害時に即応するため、あらかじめの体制確保が必要。 
・これまでの災害におけるＤＭＡＴ等の活動実績を踏まえ 
 れば、病院船のために必要な医療従事者を確保すること 
 は困難であり、最大の課題。  
③平時の活用方策 
・平時から医療機関として活用するのは採算性の面から困 
 難。収益の確保と災害時の即応性を両立できる具体的な 
 方策は見出せない。 
 →病院船建造の判断の前に災害医療人材の育成が必要。 
 →500床・２万トン規模の病院船については、ヘリの搬 
  送可能患者数、入港可能港湾数等からも過大。 

 
   

 病院船の活用に関する調査・検討を踏まえた政府の考え方（概要） 

令和３年３月 内閣府（防災）・厚生労働省・防衛省・国土交通省 

○令和２年度第一次補正予算を活用し、内閣府（防災）、厚生労働省、防衛省、国土交通省が、それぞれの専門性を活か  

 しつつ、連携して、病院船※の活用について調査・検討を実施。 

  ※災害時等において船内で医療行為を行うことを主要な機能とする船舶をいう。 

○「500床、２万トン規模」の病院船を念頭に、 課題の対応策を見いだすべく検討を実施。 

○関係府省の調査・検討を総括した内閣府検討会の報告書を踏まえ、政府としての考え方を整理。 

 
  

２ 関係府省における検討 

  

 
  

 

 

 

○災害医療も感染症対応も、陸上の医療機関による対応が基本。 

○感染症診療に必要な機能を完結して保有する必要はない。   

○病院船で診療する対象は主に急性期の中等症以下の患者。 

○必要な医療従事者は、50床当たり108名から138名程度と試算。 
 
 

 

 

 

 

○米軍の「コンフォート」（医療要員・船員計1200名）は、 
 約1ヶ月ニューヨークで活動し、182名（うち約7割がコロ 
 ナ患者）を治療。 
○医療従事者の不足等に対応し、病院船の医療要員を陸上の 
 医療機関に派遣。 
 

  

 

 

○減揺、発電・空調等15の船内システムに区分し、求められ 
 る機能とともにハザード､リスク及び対応方法を技術的観点 
 から整理。 
○建造コスト（医療器材、ヘリ等を含む。）は、一定の要件 
 を設定した上で、500床規模のものは約430億円、100床規模 
 のものは約180億円と推定。 
 

 

 

内閣府：関係府省の検討を総括 

1 はじめに 

 
厚生労働省：災害医療・感染症対応における機能等の検討 
 

 
防衛省：諸外国軍隊の艦艇の感染症対応能力の調査 

 

 
国土交通省：船内システムの最適化の検討 

 

１ 
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３ 政府の考え方と今後の施策の方向性 

○南海トラフ地震のような大規模災害発生時には、広域にわたり、膨大な医療ニーズが発生することが見込まれる。 

 病院船には、自己完結的に海上で活動できる船舶の特性を活かし、特に陸路が途絶された地域や離島に対して、 

 陸上医療機関を補完する機能が期待される。 

○病院船の活用に向けては、 ①医療従事者の確保、②運航要員の確保、③平時の活用方策という３つの大きな課題が 

 ある。①医療従事者の確保については、災害時は陸上の拠点病院が中心となるため、災害医療において中心的な役割 

 を担うＤＭＡＴのみならず、医療関係団体と十分に調整し、合意形成を図った上、災害医療人材の育成・確保に取り 

 組む。 

○当面、新たに病院船の建造に着手するのではなく、既存船舶を活用した災害医療活動の具体化に取り組む。 

  ※既存船舶の場合、②運航要員の確保、③平時の活用方策、２つの課題については、一定程度対応可能。 

  
○令和３年度において、自衛隊艦艇の医療用寝台を活用することも想定し、関係府省等が連携して船舶における災害 

 医療活動の初動（要員の参集）から完了（患者の搬出）までの本格的な訓練を実施。医療従事者約100名、患者役の 

 住民約50名が参加。よりリアリティのある具体的な訓練を行うことにより、フィージビリティを確認するとともに、 

 災害医療における船舶の活用に向けた具体計画への反映を図る。 

    ※自衛隊は、50床近い患者用寝台を備えた艦艇４隻を含め、手術用施設等の医療機能を有する艦艇を15隻保有しているが、これまで 

      の災害派遣では、これらの艦艇における医療設備を使用して民間人に対する医療行為を行った事例はない。 

  ※平成25年度以降の自衛隊艦艇等を活用した災害医療活動の訓練は、部分的な場面設定での訓練。   

  ※訓練への活用が想定される自衛隊艦艇については、自衛隊艦艇の活動状況を踏まえて判断する必要があるが、50床程度が一つの 

   ナースステーションを有する病棟の単位として医療従事者の理解を得やすいことを踏まえ判断。 

○自ら船舶を確保し、災害医療活動を行うことのできる民間主体について、連携・支援の方策を検討する。 

○既存船舶の活用により、災害時の医療提供体制の充実に取り組むこととあわせて、今回の調査・検討で明らかになっ 

 た課題への対応を検討。病院船の建造については、これらの課題とあわせて、その必要性を引き続き検討。 

○感染症対応における船舶の活用についても、今回の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、医療従事者の意見 

 を十分に聴きながら、引き続き検討。 

○各方面の議論や当事者となる医療関係団体の意見にも十分に耳を傾けながら、災害時や感染症発生時の医療提供体制 

 の充実に取り組んでまいりたい。 ２ 
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船舶における災害医療活動の実装訓練について

これまで、自衛隊艦船や民間船舶を活用し、車両甲板に病床を展開の上、災害医療活動の船上での一連の流
れを確認する訓練を実施してきた。
※小規模かつ短期間（実動半日）で実証訓練を実施。

（訓練参加医療スタッフ数：Ｈ30年度：11人、Ｈ29年度：62人、Ｈ27年度：38人、Ｈ25年度：31人）

○令和２年度の「病院船の活用に関する検討」においては、災害時の医療スタッフ等の確保が最
大の課題とされ、患者のヘリ搬送能力にも限界がある旨の課題が示されているところ。

内閣府の令和３年度予算を活用して、船舶における災害医療活動の初動（要員の参集）から
完了（患者の搬出）までのフルスペックの実装訓練を実施。

医療スタッフ等の移動、患者搬送、応急措置など、よりリアリティのある具体的な訓練を行う
ことにより、フィージビリティを確認するとともに、船舶の活用に向けた具体計画に反映。

令和３年３月 内閣府（防災）、厚生労働省、防衛省

・自衛隊艦船の医療用寝台を活用することも想定し、医療スタッフは約100人（２交替）、患者役
（住民）は約50人が参加。
（活用が想定されるのは、「いずも」型護衛艦２隻（３４床）又は「ましゅう」型補給艦２隻（４６床））

・母港への要員の参集から被災地沖への移動、患者搬入、医療活動、患者搬出までの流れを実証。
（所要３日間程度）

・自衛隊ヘリ、海保ヘリ、県防災ヘリ、ドクターヘリ等で、被災地から患者を搬送。
・船内で、医療スタッフによる中等症患者の治療シミュレーションを実施。
・具体の企画については、今後、関係省庁等で協議。

※参加主体：内閣府、厚労省、防衛省（自衛隊）、海上保安庁、高知県、ＤＭＡＴ、地元医療機関、住民
※自衛隊艦船は、平素の警戒監視・情報収集等があるため、訓練に派出するための船繰りについて検討が必要
※関係者の新型コロナウイルス感染症への対応状況を踏まえつつ、災害対応を想定し、出水期・台風シーズン
を避けて実施。
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